
第二次第１回市立保育園民営化保護者説明会 次第 

 

            日 時  令和２年１月１６日（木） 

                 午後４時３０分から 

場 所  明戸保育園 ホール 

 
 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 説  明 

（１）移管先法人募集要項（案）について 

 

４ 質疑応答 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 



 

民営化までのスケジュール（案） 

時期 内容 

≪令和元年度≫  

９月～１０月 第一次保護者説明会 

 ・民営化計画（案）、スケジュール説明 

１０月 民営化計画策定 

１月～（随時開催） 第二次保護者説明会 

 ・移管先法人募集要項(案）の説明 

  

≪令和２年度≫ 移管先法人選定委員会の設置・開催 

  ・移管先法人募集要項の決定 

 移管先法人の募集、決定 

  ・書類審査 

  ・法人視察 

  ・プレゼンテーション 

  ・選定協議 

  

≪令和３年度≫ 民営化に向けた調整 

 ・三者協議会（保護者、市、移管先法人）の設置・開催 

  

≪令和４年度≫ 引継保育の実施（１年間） 

≪令和５年４月～≫ 民営化実施 

 

資料１ 

 
（保護者説明会） 
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※回答状況 

対象世帯 １５ 

回答数 １５ 

回答率（％） １００．０ 

 

問２ あなたのお子さんの年齢を教えてください。 

  

  

 

 

 

 

 

問３ 保育時間についてお聞きします。 

① 平日の保育時間について   

 １．保育時間は現行どおりでよい。 

 ２．保育時間を延長して欲しい。（希望時間：   時   分～   時   分） 

 

選択肢 回答数 割合（％） 

１．現行どおり  １４ ９３．３ 

２．延長を希望 １ ６．７ 

計 １５   

 

選択肢２における記述内容 

開始時間 終了時間 

６：４０ １９：００ 

 

② 土曜日の保育時間について 

 １．保育時間は現行どおりでよい。 

 ２．保育時間を延長して欲しい。（希望時間：   時   分～   時   分） 

 

選択肢 回答数 割合（％） 

１．現行どおり  １３ ８６．７ 

２．延長を希望 ２ １３．３ 

計 １５  

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合（％） 

１．０歳児  ０ ０．０ 

２．１歳児 １４ ９３．３ 

無記入 １ ６．７ 

計 １４  

選択肢２における記述内容 

開始時間 終了時間 

７：００ １９：００ 

６：４０ １９：００ 

募集要項アンケート結果（明戸保育園） 
資料２ 

（保護者説明会） 
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【参考】現行の保育時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 保育園の行事等についてお聞きします。 

 ① 行事の開催日について 

１．現行どおりの開催がいい。 

２．平日であっても休日であってもかまわない。 

３．その他（具体的に：                        ） 

 

 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 計 

回答数 １２ ２ １ １５ 

割合（％） ８０．０ １３．３ ６．７  

 

選択肢３における記述内容 

日曜日がよい。 

 

 ② 行事数について 

 １．現行の行事数で十分である。 

２．行事が増えてもいいが保護者の負担があまりかからないようにして欲しい。 

       ３．保護者の負担が増えても行事をもっと増やして欲しい。 

       ４．行事の数を減らして欲しい。 

 ５．その他（具体的に：                        ） 

       

 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 計 

回答数 １０ ４ １ ０ ０ １５ 

割合（％） ６６．７ ２６．７ ６．７ ０．０ ０．０  

        

開園日・ 

開園時間 

平日（月～金曜） 午前 7 時 ～ 午後 7 時 

土曜 午前 7 時 30 分 ～ 午後 6 時 30 分 

保
育
時
間 

保育標準時間認定 午前 7 時 30 分 ～ 午後 6 時 30 分 

延長保育時間 午前 7 時～午前 7 時 30 分  午後 6 時 30 分～午後 7 時 

保育短時間認定 午前 8 時 30 分 ～ 午後 4 時 30 分 

延長保育時間 午前 7 時～午前 8 時 30 分 午後 4 時 30 分～午後 7 時 
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③ 行事の内容について 

       １．現行の行事のままで内容をあまり変えないで欲しい。 

       ２．行事の内容を工夫して子どもがいろいろな体験ができるようにして欲しい。 

 ３．原則、今の行事を引き継ぐが、大きく変える場合は保護者へ事前に説明をして欲しい。 

 ４．その他（具体的に：                        ） 

 

 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 計 

回答数 １０ ２ ２ １ １５ 

割合（％） ６６．７ １３．３ １３．３ ６．７  

 

選択肢４における記述内容 

仕事に行くためにあずかってもらっているので、行事についてはあまりわからない。 

 

問５ 保育サービスと保護者の負担の基本的な考えについてお聞きします。 

１．保育サービスは現行どおりでよい。 

２．保護者や児童にとって便利な保育サービスを開始してもいいが、新たなサービスとしての負担

を求める場合は事前に保護者に説明し理解を得たうえで実施して欲しい。 

３．適正な金額であれば、よりよい保育サービスを行って欲しい。 

４．その他（具体的に：                        ） 

 

 

 

 

 

問６ 園児服、帽子、かばん等（以下、園児服等という。）についてお聞きします。 

１．在園児の帽子、かばん等の個人所有物は卒園までそのまま使えるようにすべきであるが、新し

く入園する児童は安全管理などから園児服等は必要だと思う。 

２．民営化後は、全員新しい園児服等で統一したほうがいい。 

３ 園児服等は必要がない。 

４．その他（具体的に：                       ） 

 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 計 

回答数 ３ ０ １２ ０ １５ 

割合（％） ２０．０ ０．０ ８０．０ ０．０  

 

問７ 保育園の名称についてお聞きします。 

 １．現在の名称でよい。  ２．その他（               ） 

 選択肢１ 選択肢２ 計 

回答数 １４ １ １５ 

割合（％） ９３．３ ６．７  

 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 計 

回答数 ６ ７ ２ ０ １５ 

割合（％） ４０．０ ４６．７ １３．３ ０．０  

選択肢２における記述内容 

せっかくなので多少変えてもいいのでは？ 
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問８ よりよい保育を行っていくうえでどのような保育内容（カリキュラム）をより充実されること

を望んでいますか。次の項目から選択してください。（複数選択可） 

 １．読み聞かせ  ２．リズム体操  ３．音楽教育（鼓笛・ピアニカ） 

 ４．食育（食べ物についての教育）  ５．文字の学習（高年齢児） 

 ６．情操教育  ７．素足保育  ８．幼児教育一般（読み書き・計算等） 

 ９．園外保育（遠足）  １０．英語教育  １１．完全給食の実施 

 １２．病児病後児保育  １３．親子バス遠足  １４．お泊り保育 

 １５．休日保育  １６．和太鼓  １７．プール遊び（水遊び） 

 １８．伝承あそび（竹馬・コマなど）  １９．自然への親しみ（芋ほり等） 

 ２０．その他（具体的に：                      ） 

 

多い順 選択肢 回答数 割合（％） 多い順 選択肢 回答数 割合（％） 

１ ４ ９ ６０．０ ８ １７ ４ ２６．７ 

１ ５ ９ ６０．０ １２ ８ ３ ２０．０ 

１ １０ ９ ６０．０ １２ １５ ３ ２０．０ 

４ １ ８ ５３．３ １４ １３ ２ １３．３ 

４ ３ ８ ５３．３ １４ １４ ２ １３．３ 

４ １９ ８ ５３．３ １４ １６ ２ １３．３ 

７ ２ ７ ４６．７ １７ ７ １ ６．７ 

８ ９ ４ ２６．７ １７ １８ １ ６．７ 

８ １１ ４ ２６．７ １９ ６ ０ ０．０ 

８ １２ ４ ２６．７ - ２０ ２ １３．３ 

 

 

選択肢２０における記述内容 

お外あそびをたくさんしてほしい。 

体育指導 
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問９ 現在の「公立保育園としてのよいところ」としてどのような点がありますか。 

また、これからも残し引き継いでいきたい保育（内容）について教えてください。 

 

記述内容 

若い先生もベテランの先生も混合していてバランスがいい。 

法人のようにお盆等の長期休みも努力保育ではなく、通常通り預かってくれるので助かる。 

プール等もたくさん回数をしてくれる。 

たくさん散歩など行ってくれ、外遊びも多い。 

良いところ：のびのび詰めこみすぎない保育 

引き継いでほしい点：交通安全教室、防災訓練、小学校訪問などの地域社会との交流、学び（持久走、

給食体験） 

近所に散歩。 

子どもが 1 人で何でもできるようにする取り組み（トイレ・食事など） 

保護者の負担金が少ないこと。 

お金があんまりかからないところ。 

先生がみんなハキハキしていて明るい。 

園がつぶれることがないので預ける身としては安心。（運営がしっかりしている？） 

天気がいい日はなるべくお外であそんだり散歩に連れていってくれてることを残してほしい。 

地域性なのか園児たちが元気だけどのんびりしているのでそこも好きです。そこも残ったらうれしいで

す。 

先生が公務員だから、ベテランの先生が多く安心。 

営利を目的としていないので、保育を最優先してくれる。 

いい意味で堅苦しくない（ほのぼのしている）。 

お散歩 

明戸保育園の事しかわかりませんが、明戸保育園はとても雰囲気が良くて好きです。先生方が子供達を

大切に思っていてくれるのが伝わってきます。 

私にとって一番安心なのは気軽に先生に子供の事を話せることです。 

公立保育園は保育士の人数が多く、余裕があるので安心です。これからも、月齢に沿った保育を残し引

き継いで頂きたいです。 

行事とかにも一生懸命なところ。 

良く分からない。 
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問１０ 法人の募集要項などについて、ご意見ご要望がありましたら教えてください。 

 

記述内容 

キリスト教や仏教など、宗教に属した法人はやめてほしいです。 

運営して何年か経っている法人にしてほしい。 

以前行政指導などされていない． 

働く人が全員もしくはそれにそうとうする人数や経験のある人の保育士で保育してほしい。 

可能なら家族経営でない法人 

某保育園のように裸足保育、テレビ、アニメ、キャラクターなどの服等は禁止、ごはん、お弁当など、

加工食品などは禁止等、あきらかに、現保育内容と異なる保育内容は反対です。 

幼児教育（体育・英語・文字の学習等）に、力を入れている所はとてもいいと思う。 

園児服、通園かばんの統一は、在園児には必要を感じない。 

特になし。 
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深谷市立明戸保育園民営化に係る移管先法人募集要項（案） 

 
１．移管する保育園の概要 

 （１）施設名称  深谷市立明戸保育園 
 （２）所 在 地  深谷市 
 （３）定  員  １００名 
 （４）敷地面積  ３，４８１．５２㎡ 
 （５）延床面積  １，０９４．８２４㎡ 
 （６）駐車台数  ９台（うち障害者用２台） 
 （７）構  造  鉄骨造平屋建て 
 （８）建 築 年  平成２１年 
 （９）施設図面  別添のとおり 
 
２．移管する時期 

  令和５年４月１日 
 
３．移管対象 

 （１）土  地 
     保育園の運営の継続を条件に貸与します。 

  賃借料については、移管した日から５年間は無償とし、その後につい 
ては、深谷市財産規則に基づき算出した額により有償とします。 

 
 （２）建  物 

  現状有姿により無償譲渡します。ただし、建物の隠れた瑕疵について 
市は一切の責任を負いません。 

  また、譲与を受けた建物については、法人の負担により所有権に関す 
る必要な登記を行い、直ちに法人の基本財産に編入してください。 

  なお、市の承諾なしに所有権の移転又は所有権以外の物権の設定を行 
わないでください。 

 
 （３）備品及び工作物等 
    現状のまま無償譲渡します。ただし、隠れた瑕疵について市は一切の 
   責任を負いません。 
    なお、備品は、移管前日までに移管する保育園（以下「移管保育園」 

という。）が所管している備品に限ります。 
 

資料３ 

（保護者説明会） 
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 （４）消耗品 
    無償譲渡します。消耗品は、移管前日までに移管保育園に保管されて 

いる事務用品及び食品原材料です。ただし、譲渡後については、市は一 
切の責任を負いません。 

 
４．応募資格 

  次の事項をすべて満たしているものとします。 
 （１）令和２年４月１日現在、深谷市内で認可保育園を経営し、令和２年４

月１日を起算日として過去５年間以上の保育実績を有する社会福祉法人

又は学校法人であること。 
 
 （２）市の保育行政をよく理解し、積極的に協力する法人であること。 
 
 （３）特別保育事業を積極的に行う法人であること。 
 
 （４）移管保育園を継続して運営できる経営基盤を有している法人であるこ 

と。 
 
 （５）深谷市及び法人所在地である市の市税に滞納がない法人であること。 
 
５．応募条件 

  移管先法人は、移管保育園が実施している保育内容等を継続して実施する 
 ことを前提に、次の事項を移管後の履行事項として厳守しなければなりませ 
ん。 

 （１）保育園運営・保育内容 
    ①法人自らが、移管保育園を運営すること。 
 
    ②移管を受けた土地、建物及び備品等は保育園運営及び子育て支援に 

関する事業並びに地域との協働により実施する事業以外の目的に使用 
しないこと。 
 
③移管を受けた土地及び建物内において、政治的活動をしないこと。 

 
    ④移管を受けた土地、建物及び備品等の維持管理に要する費用は、法 
    人の負担とする。 
 
    ⑤保育園運営にあたっては、保護者の意向を把握するとともに、保護 
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    者の要望に対しては誠意をもって対応すること。また、地域関係者と 
の話し合いの要請に応じ、地域に根ざした運営に努めること。 

 
    ⑥市の承諾なしに移管保育園の定員を変更しないこと。また、受入年 

齢は生後２か月からとすること。 
  
    ⑦障がいのある児童を積極的に受け入れること。 
 
    ⑧保育時間は、原則として月曜日から金曜日は、前後３０分の延長保 

育を含み午前７時から午後７時まで、土曜日は、午前７時３０分から 
午後６時３０分までとするが、これ以上に保育時間を拡大（延長保育）

することを妨げない。 
 
⑨開園日は、祝休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 
を除き、原則として月曜日から土曜日とするが、休日保育の実施等で 
これ以上に開園することを妨げない。 

なお、上記の開園日である月曜日から土曜日に休園する場合につい 
ては、事前に保護者に説明し、了承を得たうえで実施すること。 
 
⑩法人は、損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対しては、児 
童のケガ等に備えるために損害保険等への加入を働きかけること。 
 
⑪宗教的活動の多様化に配慮し宗教的な行事は行わないこと。ただし、 
クリスマス会やひな祭り等の一般的な行事の実施は差し支えないもの 
とするが、行事の変更・追加等については、事前に保護者に説明し、 
了承を得たうえで実施すること。 

     
    ⑫運動会等の行事は、土曜日及び日曜日の開催について配慮すること。 
     
    ⑬一時保育事業を実施すること。また、料金については、原則として 

現行どおりとすること。 
 

⑭地域子育て支援拠点事業を実施し、一般型（週５日以上）の子育て

支援センターを運営すること。 
 
 （２）職員配置 
    ①常勤の正規職員である保育士（施設長及び主任保育士を含む。）の全 
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    保育士に対する割合は、７割以上とすること。 
 

②施設長及び主任保育士については、移管保育園の専従とし、いずれ 
も保育士の資格を有し、保育実務経験が１０年以上で、幹部職員とし 
ての能力及び経験を有する常勤の正規職員を配置すること。 

 
    ③保育士の３分の１以上は、５年以上の保育実務経験を有する者を配 
    置すること。ただし、幼稚園での経験年数を算入することができる。 
 
    ④常勤の正規職員である保育士を、年齢児クラスごとに１名以上配置 

すること。 
 
    ⑤保育士の年齢構成や経験年数は、低年齢児の保育経験も考慮し、偏 

りがないようバランスに十分配慮すること。 
 
⑥看護師の配置に努めること。 

 
    ⑦給食は自園調理方式とし、調理員（栄養士と兼務も可）を３名以上

配置すること。なお、調理業務を委託する場合は、「保育所における調

理業務の委託について」（平成１０年２月１０日児発第８６号）を遵守

すること。 
 
    ⑧栄養士（調理員と兼務も可）を１名以上配置すること。 
 

⑨保育士の採用にあたっては、深谷市の公立保育園に勤務している会 
    計年度任用職員を可能な限り採用し、円滑な移管が行えるように努め 

ること。 
 
    ⑩入園児童の状況を把握し、適切な保育士の配置に努めるとともに、 
    入園児童との関係を重視し、原則として年度途中での保育士の交代は 
    行わないこと。また、職員の雇用にあたっては、保育の継続性にも配 

慮すること。 
 
    ⑪障がいのある児童の保育経験がある保育士又は障がいのある児童の 

保育に関する研修等を受講した経験のある保育士を１名以上配置する 
こと。 
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    ⑫法人の職員の資質向上（人材育成）を図るため、職員研修計画書を 
    作成し、県、市又は各種団体が主催する研修に積極的に参加すること。 
    ただし、通常保育の妨げにならないようにすること。 
 
 （３）保護者の費用負担 
    ①既に入園している児童の保護者負担は、原則として現行を上回らな 

いこと。ただし、保育サービスの提供の対価として費用を求める場合 
は、事前に保護者に説明し、了承を得たうえで実施すること。 

 
    ②帽子・カバン等は、現在使用しているものをそのまま使用すること

ができるようにすること。また、新たに統一した園児服等を採用する

場合は、事前に保護者に説明し、了承を得たうえで実施すること。 
 
    ③保護者会費の金額の決定は保護者に委ねること。 
 
 （４）給食について 
    ①３歳児以上の主食材（米飯等）については、完全給食を提供できる 
    体制を整える用意があること。 

 
②給食の提供にあたっては、「児童福祉施設における「食事摂取基準」 
を活用した食事計画について」（平成２７年３月３１日雇児母発０３３ 
１第１号）に基づき、児童の体調や食物アレルギーに応じた除去食・ 
代替食等の対応を行うこと。 
 
③食育基本法（平成１７年法律第６３号）を遵守し、各年齢の発育・ 
発達段階に応じた食育に取り組むこと。また、献立は月単位等であら 
かじめ保護者に通知すること。 

 
 （５）三者協議会・引継ぎ等 
    ①移管先法人として決定した場合は、速やかに市と合同で保護者説明 
    会を開催するとともに、その後も定期的に開催すること。 
 
    ②移管先法人として決定した場合は、速やかに保護者代表者、法人及 
    び市の三者で構成する三者協議会を設置し、定期的に開催すること。 
 

③移管する１年前から、施設長予定者及び主任保育士予定者を移管保 
育園に派遣し、保育園運営に関する引継ぎ（以下「引継保育」という。） 
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を行うこととし、引継保育の内容、職員配置等については、市と協議 
すること。 
 
④引継保育期間の最後の３か月間（移管する直前の１月から３月まで） 
は、移管保育園の勤務予定保育士を移管保育園に派遣し、当該期間に 
勤務している移管保育園の保育士と引継ぎのための保育（以下「合同 
保育」という。）を実施し、移管先法人は各クラスに保育士を配置する 
こと。また、合同保育に参加した保育士を移管後、各クラスに配置す 
ること。 
 
⑤保育士以外の勤務予定者についても、合同保育期間中に移管保育園 
に随時派遣し、引継ぎを受けること。 
 
⑥移管後、市の職員が保育内容等の確認のために訪問する時は、協力 
すること。 

 
 （６）留意事項 
    上記（１）～（５）について、下記の２点を遵守すること。 
 
    ①移管後、直ちに要望・意見等処理窓口を設置し、要望・意見等の適 
    切な解決を図ること。 
 
    ②国、県及び本市が実施する監査等に協力し、その指導、指示に従う 
    とともに、その他必要に応じて市との協議に応じること。 
 
 （７）その他 
    ①移管後の保育園の名称は三者協議会で協議のうえ決定すること。 
 
    ②移管先法人として決定した場合、法人が既に運営している保育園を 
    廃止しないこと。 
 
    ③市の承諾なしに、移管保育園を廃止しないこと。 
 



キ リ ト リ 

令和２年１月１６日 

深谷市立明戸保育園 

ひよこ組保護者 様 

 深谷市こども未来部保育課長 

  

明戸保育園民営化に係る移管先法人募集要項（案）についての意見募集について 

 

「深谷市立明戸保育園民営化に係る移管先法人募集要項（案）」につきまして、説明

会を開催させていただきましたが、市としましては、説明会でご意見等をお聞きするこ

とができなかった方や都合がつかず欠席された方も含めてご意見等をお伺いし、よりよ

い保育が実現できる法人を募集してまいりたいと考えております。 

つきましては、ご多用のところ恐縮ではございますが、募集要項（案）に対し、ご意

見等がある場合は、以下のご意見欄に記入のうえ、切り離して、令和２年１月３１日（金）

までに、保育園に設置している回収箱へ入れていただきますようお願いいたします。 

なお、ご意見やご質問につきましては、次回の第２回第二次保護者説明会にて回答さ

せていただきます。 

 

 

明戸保育園民営化に係る移管先法人募集要項（案）に関するご意見欄 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ご提出は、令和２年１月３１日（金）午後７時までに、回収箱に入れてください。 

 ・ご意見は、別紙での提出でも構いません。（※別紙の場合は、保育園名の記入をお

願いします） 

【担当】深谷市役所保育課保育政策係 

TEL 048-574-8648 

資料４ 

（保護者説明会） 


